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「
消
さ
れ
た
年
金
」
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

一

年
金
記
録
の
誤
り
が
判
明
し
た
者
に
つ
い
て
は
再
裁
定
処
理
を
行
う
が
、
社
会
保
険
事
務
所
で
再
裁
定
請
求
書
を
受
け
付

け
た
場
合
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
処
理
さ
れ
る
の
か
。

二

再
裁
定
請
求
書
が
処
理
さ
れ
て
か
ら
支
払
ま
で
の
流
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
行
っ
て
い
る
の
か
。

三

再
裁
定
請
求
書
を
受
け
付
け
て
か
ら
、
追
加
支
給
さ
れ
る
年
金
の
計
算
は
、
現
在
、
ど
の
部
署
に
お
い
て
何
人
体
制
で

行
っ
て
い
る
の
か
。

四

再
裁
定
請
求
に
か
か
る
オ
ン
ラ
イ
ン
入
力
は
、
現
在
、
ど
の
部
署
に
お
い
て
何
人
体
制
で
行
っ
て
い
る
の
か
。

五

再
裁
定
請
求
書
を
受
け
付
け
て
か
ら
、
追
加
支
給
さ
れ
る
年
金
の
計
算
は
、
手
計
算
な
の
か
。

六

再
裁
定
処
理
は
、
国
内
何
箇
所
で
行
っ
て
い
る
の
か
、
国
内
を
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
分
け
て
処
理
し
て
い
る
の
か
。

七

現
在
一
〇
〇
人
体
制
で
行
っ
て
い
る
再
裁
定
処
理
は
、
ど
の
よ
う
な
業
務
分
担
を
し
て
行
っ
て
い
る
の
か
。

八

再
裁
定
処
理
の
一
日
の
平
均
処
理
件
数
は
何
件
か
。
年
金
計
算
件
数
、
オ
ン
ラ
イ
ン
入
力
件
数
そ
れ
ぞ
れ
お
答
え
頂
き
た

い
。

九

一
般
の
年
金
裁
定
請
求
者
と
「
消
え
た
年
金
」
「
消
さ
れ
た
年
金
」
の
年
金
被
害
者
の
再
裁
定
処
理
は
、
同
じ
部
署
で
行

一



わ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
は
、
別
々
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


